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茨城県県西生涯学習センター指定管理者募集要項

茨城県では，茨城県県西生涯学習センターの設置目的をより効果的・効率的に達成し，県民
サービスの向上に資するため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項
及び学校以外の教育機関の設置，管理及び職員に関する条例（昭和３６年茨城県条例第９号）
第１１条に規定する施設の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集いたします。

１ 管理運営の基本方針

（１）本県の生涯学習の推進と生涯学習センターの設置について
本県では，県民一人ひとりが生きがいのある充実した人生を送り，全ての県民がいつでも，
どこでも生涯学習に参加し，地域づくりに参画するという生涯学習社会の実現を目指し，生涯
学習に関する情報，学習機会及び学習の場の提供等を行い，県民の生涯にわたる学習活動の推
進に資することを目的に生涯学習センターを設置しています。
また，本県では，茨城県生涯学習審議会の答申による「学習圏構想」の提言に基づき，他県
に例のない４生涯学習センターを整備してきました 「学習圏構想」とは，県民の様々な学習。

， 「 」，ニーズに対応するために 一次的日常的な学習ニーズに対応するための 小中学校区学習圏
二次的学習ニーズに対応するための「市町村域学習圏 ，高度で専門的な学習ニーズに対応す」
るための「広域学習圏」を構築し，その中心として生涯学習センターを設置するとともに，そ
の最上位に「県域学習圏」を置くというものであり，各学習圏がそれぞれの役割を発揮するこ
とで，本県の生涯学習が総合的に推進されていきます。

（２）県西生涯学習センターの役割
県西生涯学習センター（以下「センター」という ）は，県西地区の「広域学習圏」の域内。
における生涯学習を推進するため，単に学習機会を提供するだけでなく，市町村や関係機関と
密接な連携を図りながら，市町村のモデルとなるような学習機会等を提供するとともに，学習
団体やボランティア，ＮＰＯ等関係団体との連携・協力も積極的に進めながら，県民参加型の
施設運営を行っております。

２ 施設の概要

（１）名 称 茨城県県西生涯学習センター

（２）所在地 筑西市野殿１３７１

（３）施設の設置目的
生涯学習に関する情報，学習機会及び学習の場の提供，相談等を行い，県民の生涯にわ
たる学習活動の推進に資すること。

（４）設置日 平成６年１１月１日

（５）設置根拠（条例名）
， （ 。学校以外の教育機関の設置 管理及び職員に関する条例 昭和３６年茨城県条例第９号

以下「条例」という ）。

（６）施設の概要等
①敷地 面積 １９，４４６．００㎡
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②施設
施設の種類 構造・規模 数量 施設の概要建設時期
管理棟 鉄筋コンクリート造 １棟 Ｈ６ 小講座室(1)～(4)(定員30～45名)

延べ4,039.00㎡ 中講座室(定員80名)
和室研修室(定員30名)
多目的ホール(定員300名)
創作室(定員36名)
レッスン室(定員80名)
会議室(定員30名)
生涯学習相談コーナー

， ，情報図書コーナー ボランティア室
託児室，軽食，喫茶コーナー
事務室等
（県西地区教育関係団体連絡協議会
が入居）

車庫 鉄筋コンクリート造 １棟 Ｈ６
延べ37.60㎡

自転車置場 鉄筋コンクリート造 １棟 Ｈ６
延べ52.00㎡

雑家屋 鉄筋コンクリート造 １棟 Ｈ６
(ポンプ室) 延べ15.10㎡
便所 鉄筋コンクリート造 １棟 Ｈ６

延べ33.99㎡

③備品
会議室用テーブル，多目的ホール舞台備品一式，木製書架(３台)，グランドピアノ(２
台)，１６ミリ映写機，高所作業機，ビデオ編集システム，ＣＳ放送受信設備等
普通小型自動車１台(Ｈ５)

④その他
駐車場(１５０台)

３ 指定管理者が行う業務

指定管理者は，管理運営の基本方針を踏まえ，条例第１３条に定める業務（以下「指定管
理業務」という ）を行います。。

， ， 「 」 。具体的には 以下の業務内容となりますので 別添 業務仕様書 を参考としてください
（１）主催事業の実施
（２）施設の利用に関する業務
（３）施設設備の維持管理に関する業務
県への協力及び関係機関との連携に関する業務（４）

（５）その他施設の管理に必要と認められる業務

４ 管理の基準

条例第１７条に定める管理の基準に基づき，運営することといたします。
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（１）開所日等
① 休所日を次のとおりとし，それ以外を開所日とします。ただし，ア又はイにかかわら
ず，指定管理者は，必要があると認めるときは，教育委員会の承認を得て，休所日を臨
時に変更し，又は臨時に休所日を定めることができます。

ア 毎週月曜日。ただし，当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日に当たるときは，その翌日
イ １２月２９日から翌年１月３日までの日

② 利用時間は，午前９時から午後９時まで（託児室にあっては，午後５時まで）としま
す。

（２）利用料金の設定
利用料金は，条例に定める額の範囲内で，指定管理者が教育委員会の承認を得て決定す
ることとし，料金の算定方法や納付方法の詳細については，別途定める必要があります。

（３）利用料金の減免
① 利用料金は，次の場合に免除するものとします。
ア 国又は県が研修会，講演会，会議等を開催するために使用するとき。
イ センターに事務局を置く団体及びその単位団体等が研修会，講演会，会議等を開催
するために使用するとき。

② 利用料金は，次の場合に減額するものとします。
県内の市町村が県民を対象とした研修会，講演会等を開催するために使用するとき，
条例別表第４に掲げる額の範囲内において指定管理者が学習団体等の区分として定めた
利用料金を適用するものとします。

（４）関係法令等の遵守
地方自治法等関係法令及び条例等の規定を遵守し，適正な管理を行う必要があります。

（５）平等かつ適切なサービスの提供
利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行う必要があります。

（６）適切な施設の維持管理
センターの維持管理を適切に行う必要があります。

（７）適切な個人情報の取扱い
指定管理者は，指定管理業務を通じて取得した個人情報について，その取扱いに十分留
意し，保護を図るために，別途締結する協定において必要な措置を講じることとします。
なお，正当な理由のない個人情報の漏えい等については，茨城県個人情報の保護に関す
る条例（平成１７年茨城県条例第１号）に基づく罰則が適用される場合があります。

（８）事業計画書及び収支計画書の提出
毎年度９月末までに，次年度の事業計画書及び収支計画書について，教育委員会と調整
のうえ作成し，提出してください。

（９）事業実績報告書
毎年度終了後に，指定管理業務全般に係る事業実績報告書を提出してください。

（ ）業務の一括再委託の禁止10
指定管理者は，管理に係る業務を一括して第三者へ委託し，又は請け負わせることはで
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きません。ただし，業務の一部については，教育委員会と協議のうえ委託することができ
ます。

（ ）守秘義務11
， ，指定管理者は指定管理業務を行うに当たり 業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり

自己の利益のために使用することはできません。指定期間が終了した後も同様とします。

（ ）情報公開12
指定管理者は，指定管理業務を通じて作成，取得した情報について，開示や提供の申出
があった場合には，これに応えるために情報公開規程の整備や，情報提供施策の充実など
に努めることとします。

（ ）環境への配慮13
指定管理者は，環境関連法令を遵守して指定管理業務を実施する必要があります。
特に，省資源，省エネルギー推進のため，電気やガソリン，紙類等の使用量削減に向け
た具体的な目標を設定するなど，積極的な取組を行っていただきます。
また，廃棄物の排出抑制やグリーン購入の推進，化学物質等の適正管理，施設周辺の生
態系の保全等，環境に配慮した取組に努めることとします。

（ ）その他14
管理の基準に関する細目は，別途，教育委員会と指定管理者の間で締結する協定で定め
ることとします。

５ 指定管理者と教育委員会における責任分担

指定管理者と教育委員会の責任分担の詳細については別途協定で定めますが，教育委員会
の基本方針は，別表のとおりとします。
ただし，別表に定める事項に疑義のある場合又は定めのない事項については，指定管理者
が教育委員会と協議して決めることとします。

６ 指定管理者の指定期間

。指定期間は平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日までの５年間を予定しています
この期間は，議会議決後，正式な指定期間となります。

７ 利用料金収入

利用者が施設の利用等のため納付した利用料金は指定管理者の収入となります。
なお，この利用料金の額は，条例に定める額の範囲内において，あらかじめ教育委員会の
承認を得て，指定管理者が定めることになります。

８ 指定管理業務に係る経費

（１）経費に関する協議
指定管理業務に要する経費については，各年度ごとに指定管理者から提出される収支計
画書を踏まえ，教育委員会と指定管理者の間で協議し，毎年度の年度協定において定めま
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す。

（２）経費の支払い
教育委員会は，指定管理業務に要する経費の見込額から利用料金及びその他の収入（県
民大学講座事業収入，給食業務収入等）の見込額を差し引いた額を委託料として，各年度
の予算の範囲内で指定管理者に支払います。
なお，過去３か年のセンターの管理運営に係る経費内訳，使用料収入については，別添
資料を参照してください。

（３）委託料の精算
指定管理業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で，利用料金収入や事業収入
の増加，経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については，原
則として精算による返還を求めません。
ただし，修繕・改築等の費用については，毎年度精算することとし，当初の見込額に残
金が生じた場合は返還を求めます。
また，利用料金収入の減少など，指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は，
原則として補填は行いません。

９ 職員の配置

生涯学習センターの設置目的である生涯学習の推進を図るため，学習機会の提供や学習相談の
実施等の各種事業を適切かつ円滑に実施することが求められます。このため，事務スタッフのほ
か，社会教育主事の資格を有し，豊かな経験と能力を有する者又はこれと同等以上の者を適正な
数だけ配置するとともに，それら職員の中から，他の職員の指導的立場にある職員を配置するこ
ととします。
また，施設の責任者として所長を配置することとします。

１０ 応募者の資格要件

（１）応募者の資格は，茨城県内に拠点となる事務所（緊急時に迅速かつ適切な対応がとれる
体制を有すること ）を置く法人その他の団体であって，次のいずれにも該当しない者とし。
ます。
①地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者
②茨城県から指名停止措置を受けている者
③県税，消費税及び地方消費税を滞納している者
④会社更生法，民事再生法等による手続きを行っている者
⑤暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項
に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者

（２）複数の団体がグループを構成して応募する場合（以下「グループ応募」という ）。
複数の団体の中から，代表団体を定めて下さい。
なお，単独で応募した団体が他のグループ応募の構成員となること及びグループ応募の
構成員が他のグループ応募の構成員になることはできません。

１１ 申請書類

応募に係る申請書類は次のとおりです。
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【申請書類】
（１）指定管理者指定申請書（様式１）
（２）事業計画書（様式２）
（３）収支計画書（様式３の１，３の２）
（４）その他添付書類
①団体の概要に関する書類（様式４）
②定款，寄付行為その他これらに準ずる書面
③法人にあっては登記事項証明書（１か月以内に取得したもの）
④前事業年度における財産目録，貸借対照表，損益計算書その他団体の財務状況を明らかに
する書面
⑤前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
⑥役員の名簿及び履歴書
⑦茨城県の各県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書（茨城県に納
税義務がある者に限る ）。
⑧税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書（茨城県に
納税義務がない者に限る ）。
⑨その他，教育委員会が特に必要と認める書類

【グループ応募の場合】
（１）から（３）のほか，グループ内における各団体の役割，責任分担に関する事項（任
意様式）を添付してください。
また，構成団体ごとに（４）の書類を添付して下さい。

【提出部数】
正本１部，副本１０部

【応募にあたっての留意事項】
○必要に応じ追加資料をお願いすることがあります。
○提出された書類に虚偽の記載又は不正があった場合は失格とします。
○提出された書類については変更することはできません。
○提出された書類は返却しません。
○指定申請書提出後に辞退する場合は，辞退届（任意様式）を提出してください。
○応募に関する費用は，すべて応募者の負担となります。
○応募者は，当該応募について選定委員（１４（１）参照）との接触を禁止します。選定委
員との接触の事実が認められた場合には，失格となることがあります。
○選定結果として申請者名，審査結果の概要等の公開をする場合があります。また，提出さ
れた申請書類等は，情報公開の請求により開示する場合がありますので御承知の上申請して
ください。

１２ スケジュール

１ 募 集

①募集要項配布 平成１７年８月１日(月)～平成１７年８月３１日(水)

②募集に関する質問 平成１７年８月１日(月)～平成１７年８月３１日(水)

③現地説明会・見学会 平成１７年８月１０日(水)
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④申請書類の受付 平成１７年９月１日(木)～平成１７年９月９日(金)

２ 選 定

①第一次審査（書類審査）結果 平成１７年９月中旬

②第二次審査（ ） 平成１７年９月下旬プレゼンテーシ ョン

３ 指定管理者の候補者決定 平成１７年１０月下旬

４ 議会の議決 平成１７年１２月中下旬（予定）

５ 指定管理者の指定の告示 議会の議決後速やかに行います。

６ 協定の締結 当該予算に係る議会の議決後速やかに行います。

７ 指定管理業務の開始 平成１８年４月１日

１３ 応募の手続

（１）募集要項等の配布

平成１７年８月１日(月)～平成１７年８月３１日(水)【配布期間】
（土曜日及び日曜日を除く ）。

（http:【配布窓口】１８問い合わせ先又は県のホームページからダウンロードできます
//www.edu.pref.ibaraki.jp/board/news/h17/0801/shiteikanrisyabosyuann
ai.htm 。）

（２）募集に関する質問
募集に関する質問は，軽微なものを除き，原則として質問書（様式５）により行って下
さい。提出方法は郵送，ファックス，メールとします。

http://www.edu.pref.ibaなお，質問に対する回答は，必要に応じて県のホームページ（
）に掲載するので確認してraki.jp/board/news/h17/0801/shiteikanrisyabosyuannai.htm

下さい。

平成１７年８月１日(月)～平成１７年８月３１日(水)【受付期間】
問い合わせ先参照【質 問 先】１８

（３）現地説明会・見学会
応募者は可能な限り説明会等に出席して下さい。その場合，８月９日（火）までに参加
申込書（様式６）を提出して下さい。提出方法は郵送，ファックス，メールとします。

平成１７年８月１０日(水)午前１０時～【開催日時】
茨城県県西生涯学習センター小講座室（２）【開催場所】

（４）申請書類の受付
【提出方法】申請書類は持参とします。
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【提出場所】 問い合わせ先参照１８
平成１７年９月１日（木）～平成１７年９月９日（金）【受付期間】
（土曜日及び日曜日は除きます ）。
平日の午前８時３０分から午後５時まで
（ただし正午から午後１時は除きます ）。

１４ 指定管理者の指定

条例第１５条の規定に基づき，下記の選定基準により指定管理者の候補者を選定し，議会
の議決を経て指定管理者として教育委員会が指定します。

（１）指定管理者の候補者の選定は，教育委員会が設置する指定管理者選定委員会において，
次の選定基準により行います。

①指定管理業務の実施に係る計画書 県民の平等利用が確保されているか。
（以下「計画書」という ）による。
センターの運営が県民の平等利用を 利用者本位のサービスが提供されているか。
確保することができるものであるこ
と。

②計画書の内容がセンターの効用を センターの設置目的や性格を十分に理解した計画の
最大限に発揮させるものであること 内容か。。

計画書の内容を適切に遂行できるか。

適切な施設の維持管理が確保されているか。

③センターの管理に係る経費の縮減 効率的な管理運営が行えるか。
が図られるものであること。

④計画書に沿った管理を安定して行 安定的な経営基盤を有しているか。
う物的能力及び人的能力を有するも
のであること。 効果的・効率的な管理運営の体制か。

収支計画は妥当か。

センター又は類似施設における相当の知識又は管理
実績を有してるか。

指定管理業務に必要な相当の知識及び経験を有する
適切な人材を確保しているか。

適切に個人情報を管理できるか。

関係法令の遵守及びセンター利用者の安全を確保し
ているか。
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（２）審査は，提出された事業計画書等により一次審査（書類審査）を行った後，通過者につ
平成１７年９月中いて二次審査（プレゼンテーション）を行います。一次審査の結果は，

までに文書で通知します。旬頃

（３）審査結果の通知は， ，一次審査の通過者に対し文書で通知しま平成１７年１０月下旬頃
す。

１５ 指定管理者指定後の手続等

（１）指定管理者との協定締結
指定管理者の指定後（平成１７年１２月中旬頃）に，教育委員会と指定管理者は，指定

， 「 」管理業務の細目等について協議のうえ 指定期間における基本的事項を定めた 基本協定
及び年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに締結する「年度協定」を締結します。
なお，協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は，改めて協議す
ることとします。

（２）協定書の主な内容
【基本協定の主な内容】
①業務に関する基本的事項（施設の概要，指定管理業務，指定期間等）
②遵守事項
③委託料に関する事項
④利用料金に関する事項
⑤管理業務に係る責任分担に係る事項
⑥実施計画書の提出に関する事項
⑦事業報告書の提出及びその他報告事項に関する事項
⑨秘密の保持，個人情報の保護に関する事項
⑩管理業務の継続が困難となった場合の措置等
⑪指定の取消し等に関する事項
⑫損害賠償に関する事項
⑬施設等の引渡し，管理業務の引継ぎに関する事項
⑭権利譲渡等の制限に関する事項
⑮留意事項及び協議事項に関する事項
⑯その他
【年度協定の主な内容】
①管理業務の内容に関する事項
②委託料の額に関する事項
③その他

１６ 指定管理者の指定の取消し等の措置について

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により，当該指定管理者による管理を継続又は開始す
ることが適当でないと認められるときは，指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若し
くは一部の停止を命じる場合があります。
（指定管理者の責めに帰すべき事由）
①正当な理由なくして，協定の締結に応じないとき。
②指定管理者が遵守すべき法令等に違反したとき。
③計画書に沿った管理を怠り，管理上重大な支障が生じたとき。
④指定管理者が財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき。
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⑤社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
。⑥その他指定管理者による業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき

（２）指定が取り消された場合の賠償等
（ ） ，上記１６ １ 指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者の指定が取り消され

又は業務の全部若しくは一部が停止された場合，指定管理者は，教育委員会が被った損害
を補償しなければなりません。

（３）不可抗力等による場合
不可抗力その他教育委員会又は指定管理者の責めに帰することができない事由により，
業務の継続性が困難となった場合，教育委員会と指定管理者は，業務継続の可否等につい
て協議を行い，継続が困難と判断した場合，教育委員会が指定管理者の指定の取消し，又
は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

１７ 指定管理業務の引継について

指定期間の終了又は指定の取消しにより，次期指定管理者等に指定管理業務を引き継ぐ
場合は，業務が円滑に引き継がれるよう協力していただきます。

１８ 問い合わせ先

茨城県教育庁生涯学習課
310-8588 978-6住 所：〒 水戸市笠原町

電 話：０２９－３０１－５３１３
Ｆ Ａ Ｘ：０２９－３０１－５３３９

-mail shogaku@pref.ibaraki.lg.jpＥ ：
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（別表）

指定管理者と教育委員会における責任分担

指定管理者 教育委員会

施設（設備，備品等を含む ）の維持管理 ○。

安全衛生管理 ○

個人情報の保護・管理 ○

施設の目的外使用許可（自動販売機の設置等） ○

事故，災害等による施設の原状回復 ○ ○
(責めに帰すべき事由であるとき)

施設利用者の被災に対する責任 ○ ○
(責めに帰すべき事由であるとき)

県有施設の火災保険の加入 ○

利用者に係る保険の加入 ○

包括的な管理責任 ○

施設の修繕・改築等の実施

（１）施設 見積額100万円未満の修繕・改築 ○

上記以外 指定管理者と教育委員会において協議のう
え決定します。

（２）設備 見積額10万円未満の修繕 ○

上記以外 指定管理者と教育委員会において協議のう
え決定します。

（３）備品 見積額10万円未満の修繕・更新 ○

上記以外 指定管理者と教育委員会において協議のう
え決定します。

※ 上記のほか，指定管理者の責めに帰すべき事由（故意・過失・怠慢等）により生じたも
のについては，指定管理者の責任（負担）となります。
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（様式１）

県西生涯学習センター指定管理者指定申請書

年 月 日

茨城県教育委員会委員長 殿

申請者 所在地
名称
代表者の氏名 印
電話番号

茨城県県西生涯学習センターの指定管理者の指定を受けたいので申請します。
添付書面
１ 指定管理業務に係る計画書
２ 定款，寄付行為その他これらに準ずる書面
３ 法人にあっては，登記事項証明書
４ 前事業年度における財産目録，貸借対照表，損益計算書その他団体の財務状況を明らかにす
る書面
５ 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
６ その他教育委員会が特に必要と認める書面
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（様式２）
事 業 計 画 書

１ 生涯学習の拠点施設としての管理運営に関する基本方針

（理念・運営方針，目標設定等）

２ 経営方針

（収入の確保や経費の縮減を図るための方針等）

３ 人員配置計画及び組織図

組織人員一覧表

役職・職種 担当業務 能力・資格 雇用形態 雇用者の確保方策 年齢層 備考

実務経験年数等

※１ 雇用形態欄には，常勤，臨時，嘱託等の別を記載すること。
※２ 雇用者の確保方策欄には，申請者が既に雇用している者（雇用済）又は今後雇用を予定す

る者（予定）の別，その目途を記入すること。

※３ 備考欄には，勤務体制（勤務時間，休日設定）を記入すること（別紙可 。）

※４ 欄外に，組織図を記入すること。

（利用者増加，広報，モニタリング等）４ 利用促進計画

５ 利用者サービスの向上計画

（要望・苦情等の対応，接遇の向上等）

６ 利用料金設定の具体的な方針
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７ 安全対策の計画

（事故防止のための対策・体制づくり，防災に対する計画，緊急時の対応，避難誘導

体制等）

８ 個人情報保護への取組計画

９ 人材育成・職員研修への取組計画

10 各種事業の実施計画

11 自主事業の実施計画

12 施設・設備の維持管理計画

13 業務の再委託計画

14 類似施設の管理運営実績
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（様式３の１）
収支計画書

平成○年度の収支計画書

【 】 （ ）収入の部 単位：千円

区 分 金 額 積 算 内 訳

委託料

利用料金

（事業収入）

（その他収入）

収入合計

【支出の部】

区 分 金 額 積 算 内 訳

人件費

維持管理費
（修繕費を除く）

修繕費

○○事業費

（自主事業に係る経費）

（その他支出）

支出合計

※ 指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。
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（様式３の２）
収支計画書（平成１８年度～平成２２年度）

（単位：千円）

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 合計 増減理由

収 委託料

入 利用料金

項 （事業収入）

目 （その他収入）

収 入 合 計

人件費

維持管理費
（ ）支 修繕費を除く

修繕費

○○事業費

出 （自主事業に係
る経費）

（その他支出）

項

目

支 出 合 計

※１ 平成１８年度～平成２２年度における各年度の収支予算を主な収入支出項目に区分して
示すこと。

※２ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記載すること。
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（様式４）
団体の概要に関する書類

ふ り が な
団 体 の 名 称

代 表 者 名

団 体 の 所 在 地 〒

電話番号 ＦＡＸ

申 請 団 体の 名 称 □代表団体 □構成団体
(ｸﾞ ﾙ ｰ ﾌﾟ ) (いずれかに○)応募 の場 合

設 立 年 月 日

沿 革

資本金又は基本財産

従 業 員 数

類似施設（業務）の
運 営 実 績

免 許 ， 登 録

応募に関する担当者 役職・氏名 所 属
等

電話番号 ＦＡＸ

※１ 会社概要等がある場合は添付してください。
※２ 欄が不足する場合は，別紙を追加してください。
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（様式５）
指定管理者指定申請に係る質問書

茨 城 県
教育庁生涯学習課 宛

310-8588 978-6住 所：〒 水戸市笠原町
Ｆ Ａ Ｘ：０２９－３０１－５３３９

shogaku@pref.ibaraki.lg.jpＥメール：

平成 年 月 日

団体の名称

質 問 者 役職・氏名 所 属

連 絡 先 ※電話，ＦＡＸ，Ｅメールアドレス等を記載

質 問 内 容
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（様式６）
指定管理者現地説明会・見学会参加申込書

茨 城 県
教育庁生涯学習課 宛

310-8588 978-6住 所：〒 水戸市笠原町
Ｆ Ａ Ｘ：０２９－３０１－５３３９

shogaku@pref.ibaraki.lg.jpＥメール：

平成 年 月 日

次のとおり，平成１７年８月１０日開催の現地説明会・見学会への参加を申し込みます。

団 体 の 名 称

団 体 の 所 在 地

参 加 者 役職・氏名 所 属
（１団体２名以内）

電話番号

役職・氏名 所 属

電話番号

※グループ応募の場合 いずれかに○ □代表団体 □構成団体

申請団体の名称


